
報告第３号  

 

   専決処分の報告について 

 

 秦野市手数料条例及び秦野市建築基準条例の一部を改正する条例について、

別紙のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報

告する。 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  





秦野市条例第２号  

 

   秦野市手数料条例及び秦野市建築基準条例の一部を改正する条例 

 

（秦野市手数料条例の一部改正） 

第１条 秦野市手数料条例（平成１２年秦野市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１第８項第１号ア中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同

表第１０項第２号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行

規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に

改める。 

  （秦野市建築基準条例の一部改正） 

第２条 秦野市建築基準条例（平成１２年秦野市条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

第７２条第１項中「政令第１０８条の３第１項第１号又は第２号」を「政

令第１０８条の４第１項第１号又は第２号」に改め、同条第２項中「政令第

１０８条の３第１項第１号」を「政令第１０８条の４第１項第１号」に、

「政令第１０８条の３第１項第２号」を「同項第２号」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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報告第３号 秦野市手数料条例及び秦野市建築基準条例の一部を改正する条例新旧対照表 

新 旧 

秦野市手数料条例の一部改正 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

１－７ （略） １－７ （略） 

８ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４

号。以下この項において「低炭素法」という。）関係手数料 

８ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４

号。以下この項において「低炭素法」という。）関係手数料 

(1)  低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料（低炭素法第 

 ５４条第２項の規定による申出をしない場合）次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める額 

(1)  低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料（低炭素法第 

  ５４条第２項の規定による申出をしない場合）次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める額 

ア 低炭素法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合してい

ることについて、あらかじめ建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号。第１０

項において「建築物省エネ法」という。）第１５条第１項

に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（第 

１０項第３号ア及び第７号アにおいて「判定機関」とい

う。）又は評価機関による審査を受けた場合 次の掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額 

ア 低炭素法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合してい

ることについて、あらかじめ建築物のエネルギー消費性能 

の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。第１０項

において「建築物省エネ法」という。）第１５条第１項に

規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（第１０

項第３号ア及び第７号アにおいて「判定機関」という。）

又は評価機関による審査を受けた場合 次の掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額 

(ｱ)－(ｳ) （略） (ｱ)－(ｳ) （略） 

イ （略）    イ （略） 
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(2)－(4) （略）  (2)－(4) （略） 

９ （略） ９  （略） 

１０ 建築物省エネ法関係手数料 １０ 建築物省エネ法関係手数料 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更適合性判定手数

料（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行

規則（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条に規定する

軽微な変更に該当していることを証する書面を交付する場合

を含む。）次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を合

計した額 

(2) 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更適合性判定手数

料（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規

則（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条に規定する軽

微な変更に該当していることを証する書面を交付する場合を

含む。）次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を合計

した額 

   ア・イ （略）    ア・イ （略） 

(3)－(7) （略） (3)－(7) （略） 

１１ （略） １１ （略） 

  

秦野市建築基準条例の一部改正 

 （耐火性能検証を行う建築物に対する基準の適用）  （耐火性能検証を行う建築物に対する基準の適用） 

第７２条 主要構造部が政令第１０８条の４第１項第１号又は第

２号に該当する建築物（次項に規定する建築物を除く。）に対

する第１７条、第１９条第２項、第２０条第２項、第２２条、

第２８条第１項、第３２条第２号、第３７条第２項、第３８条

第１項、第４０条第４項、第４１条第２項、第４９条第１項第

第７２条 主要構造部が政令第１０８条の３第１項第１号又は第

２号に該当する建築物（次項に規定する建築物を除く。）に対

する第１７条、第１９条第２項、第２０条第２項、第２２条、

第２８条第１項、第３２条第２号、第３７条第２項、第３８条

第１項、第４０条第４項、第４１条第２項、第４９条第１項第
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１号、第５１条、第５２条第２項、第５４条第１号、第５５条

第２号及び第６７条第２項の規定の適用については、その建築 

物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。 

１号、第５１条、第５２条第２項、第５４条第１号、第５５条

第２号及び第６７条第２項の規定の適用については、その建築 

物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。 

２ 主要構造部が政令第１０８条の４第１項第１号に該当する建 

築物（その建築物の主要構造部である床又は壁（外壁を除く。） 

の開口部に設けられた防火設備の性能について、防火区画検証

法により確かめられたものに限る。）及び主要構造部が同項第

２号に該当する建築物（その建築物の主要構造部である床又は

壁（外壁を除く。）の開口部に設けられた防火設備の性能につ

いて、国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。）

に対する第３２条第２号、第４９条第１項第２号、第５２条第

２項及び第５４条第１号の規定の適用については、その建築物

の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造にし、これら

の防火設備の構造は特定防火設備とみなし、第３２条第２号、

第４９条第１項第２号、第５２条第２項及び第５４条第１号以

外の前項に掲げる規定の適用については、これらの建築物の部

分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。 

２ 主要構造部が政令第１０８条の３第１項第１号に該当する建 

築物（その建築物の主要構造部である床又は壁（外壁を除く。）

の開口部に設けられた防火設備の性能について、防火区画検証 

法により確かめられたものに限る。）及び主要構造部が政令第

１０８条の３第１項第２号に該当する建築物（その建築物の主

要構造部である床又は壁（外壁を除く。）の開口部に設けられ

た防火設備の性能について、国土交通大臣の認定を受けたもの

であるものに限る。）に対する第３２条第２号、第４９条第１

項第２号、第５２条第２項及び第５４条第１号の規定の適用に

ついては、その建築物の部分で主要構造部であるものの構造は

耐火構造にし、これらの防火設備の構造は、特定防火設備とみ

なし、第３２条第２号、第４９条第１項第２号、第５２条第２

項及び第５４条第１号以外の前項に掲げる規定の適用について

は、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、

耐火構造とみなす。 

  

  

   附 則  

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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